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生活支援サービス推進セミナー   （上） 

~住民主体による助け合い活動のあり方を考える~ 

期日 平成２６年３月２４日（月） 

会場  

全国社会福祉協議会灘尾ホール 

主催 全国社会福祉協議会 

 

開会挨拶 

「平成２７年度介護保険制度見直し

について」 

原勝則 厚生労働省老健局長  

基調講演「新地域支援構想会議

の取り組みと新たな地域支援へ

の考え方」 

堀田力 公益財団法人さわやか

福祉財団理事長 

シンポジウム「実践から学ぶ！住民

主体による助け合い活動とは」 

シンポジスト 

伊藤重夫 多摩市健康福祉部高齢 

支援課長 

島津禮子 ＮＰＯ法人ふらっとス 

テーション・ドリーム理事 

 内海正子 ＮＰＯ法人はなのいえ 

理事長 

宮田早苗 高島市社会福祉協議会 

コミュニティワーカー 

永野論 生活協同組合コープみら 

い福祉事業本部運営支援担当部長 

コメンテイター 

中村秀一 一般社団法人医療介護 

福祉政策研究フォーラム理事長 

朝川知昭 厚生労働省老健局振興 

課長 

コーディネーター 社会福祉法人全国社会福祉協議会事務局 
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基調講演 

「新地域支援構想会議の取り組みと新たな地

域支援への考え方」  

堀田力 公益財団法人さわやか福祉財団理事長 

 

昨年８月の「社会保障国民会議」で「要支援」に対するサービスを「介護保険」から切

り離して市町村・地域に委ねるという答申が出まして、厚労省内部で検討され、昨年の１

１月の終わりになって、「要支援」全部ではなく全国一律がいいリハビリとか看護、福祉器

具など技術的専門性の必要なものは残して、生活支援、訪問介護、通所介護は市町村に委

ねましょう、地域でやりましょうということが決まって、１２月から急激な制度づくりの

動きが始まっています。１２月には厚労省はガイドラインづくりの委員会を発足しておら

れます。ことしの７月にはまとめて、厚労省の全国課長会議で細目を決めたいというご意

向で、鋭意作業をすすめておられます。 

わたしどもはＮＰＯ、地縁団体、ボランティアなど、地域で受ける方で、どこまで受け

られるのか、どう受けるのか、受けられないところをどうするのか、そういった基本的な

考え方・しくみを行政と共通の理解をもって取り組まないといけない。お金でのやり方で

ない、「よしやろう」という自主的なしくみを詰めたいということで、全社協さんや生協さ

んとおはかりし、あとでアドバイザーとして登場される中村秀一さんに相談いたしました。

中村さんは介護保険をつくるときから関与されて、老建局長、いろんなお立場で関与して

おられます。５年目の見直しで座長を務めさせていただいたのですが、「尊厳」という理念

を打ち出し、「地域包括ケア」というやり方を打ち出した会議で、中村さんが老建局長とし

ておられて、いま動いている介護保険の基本を承認いただいた。行政側にすれば重荷を負

うわけですから、その坦力に尊敬の念をもっております。それから宮本太郎さん、山崎史

郎さんの知恵をいただいて、うちの小さな「さわやか福祉財団」も発起人のメンバーに加

わって、「新地域支援構想会議」が動き出したわけです。地域の立場からどういうしくみで

受けるのか、検討をつづけている最中です。 

きょうも午前中もやっておったところです。全

体会議等、表にあるとおりで、いろんな受け方を

協議しておりますが、いちばん基本のところ、地

域に委ねるならこの点をしっかり理解してほしい

という点を「新たな地域支援事業に対する基本的

な考え方」としてまとめまして、２月１７日に厚

生労働省に提出させていただいております。 
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このペーパーは、２月２５日の厚労省

の全国課長会議で資料として配布されま

したので、全国の市町村は持っていると

いうことです。今後、市町村と受け皿の

協議をすすめるとき、このペーパーがあ

ることをぜひご記憶願いたいと思います。

基本的なところですが、法案が出て、国

会でいろいろな議論がされるときに制度

づくりの基本ラインになるものです。こ

れは参加したものの総意をまとめたもの

としてご理解ください。会議には第１回

に原局長さん、その後も朝川課長さんが主管の責任者として出ていただいております。 

それでは中身をみていきますが、１から７までありますが、２としたところの３行目。「新

たな地域支援事業は、住民・市民が主体的に担う助け合い活動がきわめて重要な役割を果

たす」、支援事業は住民・市民が主体的に活動するということを申しております。これは先

ほど原局長にもいっていただきましたが、最も重要な点です。「主体的に担う」ということ

は、仕切られないということ。その地域について「ここはやらなければならない」という

ところは、住民、地縁団体、ＮＰＯ、これは志をもって活動に取り組む。高齢者だけ、子

どもに仕切りを置く、そういうことをするとみんなのやる気をなくしてしまう。 

主体的に取り組むということは、志でやる、気持ちが乗らないとやりません。地域とは

そういうものです。きょう参加しておりますＮＰＯのみなさんは、それは当然だ、社協の

みなさんもご理解いただいているのですが。 

行政側からしますと、めんどうくさい、生意気な、偉そうなことをいっているというこ

とになるわけです。そんなの頼りない、相手していられないでは、うまくいきません。こ

このところをおもしろくないと感じた方の市町村はうまくいかない。おもしろい、わたし

がやってやる、と感じていただいた方のところはうまくいきます。 

わたしどもは２０年以上、地域活動を通じて市町村と接しておりますが、そういう目で

みますと、公務員の方はふたつに分かれます。多数派は、めんどうくさい、言った通りに

やれよ、ガイドラインで決まっているのだからとなる。その人を悪いといっているのでは

なく、従来の行政はそういうふうにやってきた。公平にやるためにはそれが大切だった。

そう訓練されてきている。几帳面でまじめで失敗したくない優秀な公務員で出世している。

背広にネクタイ、髪をふたつに分けて、良い靴はいて。場内にいても笑っていただけない。 

いっぽうに少数派。これは介護保険のころから現われて増えつつある。ある人は「カリ

スマ公務員」とかいっています。髪はぼさっとしてだらしない。髭はやしたりして、ネク

タイはしていない。スニーカーはいている。口の聞き方がなまいき。市民と上司と話すと

きと同じ調子。この人たちは夜の住民会議にも出ていく。話をよく聞く。おまえおれでツ
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ーカーでやっている。しくみよりもまず住民が幸せになってほしい。 

公務員のこのタイプの人は住民第一、ガイドラインは何であれ、いまどうすればいいの

かを考えている。「それはあなた方のやることでしょ、行政のやることでない」など結構き

つい。この方々はいままでは出世しません。しかしこれからは出世するんじゃないか。上 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

手に地域を動かす。行政の人気があがる、お金が安くつく。住民が動いてくれる。感謝さ

れるのが何よりもうれしい。市長のところに飛びこんでいくエネルギーがある。住民が幸

せになることが第一で、「住民が主体的」をよく理解している。 

突っ込んだ解説で申しわけない。よろしくお願い申しあげます。 

３のところでは、「要支援等の高齢者のみに限定することは不可能であり、子ども、障害

者も含め、福祉制度の分野にかかわらず、幅広く対応している」。それが地域だということ。

福祉の関係では要支援は地域でやる。子ども子育て支援、これも地域拠点をつくって子育

てコーディネーターを置く。親が育てる子育てから地域も入ってやりましょうということ。

幼稚園と保育園をいっしょにすることは、子どもは同じように育てましょうということで、

それには地域ががんばることが大事。子どももいい人間性が育つ。障害者は自立支援法か

ら総合支援法に替わった。生活困窮者支援は第二のセーフティーネット。地域の引きこも

りが増えている。これも地域で支えようということに。行政でも民生委員でもでてこない。

やさしいおばあちゃんや中学校のあの先生。地域の力を使わないとできない。このように、

いろんな分野がいっせいに地域に集まってくる。そのときにそれぞれの分野がうちのやる

ことでないとか、いっていたのではやれない。「要支援」も同じです。集まる人のほうもグ

ループ分けされてはおもしろくない。高齢者は子どもたちといっしょにいるから元気にな
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って何かやろうという気になる。子どもたちもこんなおじいちゃん、おばあちゃんがいる

んだ。それがわかって生き生き元気になる。こうして地域の助け合いは進んでいく。これ

を絶対ばらばらにしないでほしい。これは会議の当初からお願いしておりますが、お金の

出しかたで切る。切るとうまくいきません。受託事業も上から切ってくる。この仕組みで

いくかぎり、地域は力を発揮できません。ここのところは地域のかなり大きな壁ですね。

みんなで腹を決めて、仕組みづくりをいっしょにやろう。ぜひぜひぜひぜひ、しっかりや

らなければならない。そのことを３で書いています。 

４番目は下から３行目、「高齢者等、支援を要する人びと自身も活動に参加するというこ

とが含まれ、自身が利用者でもあり、担い手でもあるという考え方が重要である。」、要す

るに仕組みはやってやる人、やってもらう人の二つに分かれる。「ケア」がそう。実際の助

け合いでは助けてもらうのはありがたいけれども、人は尊厳を持っているから、くやしい。

車に乗せてもらって透析にいく。帰ってきたら子どもに何か教えるとか。自分の他の能力

を活かして人を助けていることで生きている元気がでる。喜びが実感できて介護予防にも

なる。いちばんよくなった例は、「要介護４」から３２１そして自立まで。「要介護１」や

２からの自立はめずらしくない。いろんな例があります。地域の助け合いはお互いさま。

尊厳を持ち、人生を全うする。認知症の方だって、市民後見人は本人の能力をいかに活か

すか、専門職後見人よりいいところもある。本人の持つ能力を使って幸せになってほしい

と考える。 

あなたは世話するほう、あなたは世話されるほうと切らないでください。これが４のと

ころの三つ目のメッセージです。 

こういった配慮をして地域を動かす人、ＮＰＯや地縁団体があるところはいいのですが、

ないところはどうするか。それをするには仕掛け人が要る。それは原局長からしっかり説

明していただきました「コーディネーター」です。名前はまだ決まっていません。「コーデ

ィネーター」はあちこちにいてよくわからない。ここでの仕掛け人がやるのはコーディネ

ートするより、「ないサービス」を作り出すこと。配食サービスがない、家事援助がない・・

とかないものだらけです。地域にないサ－ビスをつくりだすことが、この仕掛け人に求め

られる一番の役割です。そういう仕掛け人に何が必要かといえば、ＮＰＯや地縁団体やみ

んなの支えです。行政も社協さんも含めて、こういう地域をみんなでつくろうという、共

通の理念をもつということが一番大事です。 

そのことを「さわやか福祉財団」がつくりました仕掛け人に対するテキスト概要が「助

け合い活動推進員養成テキスト目次案」（２０１４・２・１９）です。その中に「助け合い

活動推進員が目指す地域社会像の記述」がありますが、上から５行目に書いてあります。 

「地縁組織が、見守りや交流（居場所、イベント）、ご近所どうしで行う日常生活上の助け

合い、地域の景観保持や健康体操など、住民の地域活動を誘導している。市区町村や社会

福祉協議会などは、地縁組織の活動を支援している。さらに、福祉や助け合い、子育て支

援、権利擁護や町づくりなどの分野で活躍するＮＰＯその他の非営利団体や企業の社会貢 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

献活動部門は、地縁組織と連携して、地縁組織では満たせない助け合いのニーズを満たす

活動を行う」 

 まず地縁組織がベースとして面として地域活動をしている。ただ地縁組織だけではむず

かしい込み入った活動、たとえば移送サービス、透析の方を送るとか毎日配食するとか、

福祉や子育て支援、権利擁護やまちづくりなどの分野で活躍するＮＰＯその他の団体が地

縁組織と連携しながら助け合いのニーズを担う。地縁組織を活性化し、深いところをＮＰ

Ｏなどが担う。そういう形での地域活動をすすめる。地縁組織の活性化はＮＰＯなどにく

らべると遅れています。地区社協さんはがんばっておられますが。関係者が地域にはいっ

て仕掛け人を支えながら暮らしやすい特徴のある地域社会を作っていく。 

どんな形があるか、マトリクスを示しています。このほかにも地域によっていろいろの
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形がありますけれど、地域通貨を

つかってもいい、有償・無償のボ

ランティア、いろんな形でそれぞ

れ参加して、ネットワークを組ん

で、最後まで安心して暮らせるそ

ういうまちに、みんなでしていき

たいと願っております。 

ご静聴ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


